
JA横浜
https://ja-yokohama.or.jp/

※期限前に解約された場合には当JA規定に基づいた中途解約利率を適用いたします。 
※自動継続後の適用金利は継続日における店頭表示金利を適用いたします。
※他の商品との併用はできませんので、ご了承ください。詳しくは窓口までお問い合わせください。

横浜市民と農業を結び付けるみどり環境局施策「横浜都市農業推進プラン」を支援するため、
取扱合計残高の0.02％相当を当JAより拠出し、寄付いたします。（最大100万円まで）

農業で広げる
緑のヨコハマ

農業で広げる
緑のヨコハマ

0.07％税引後 年0.055％

計画の柱１
持続できる都市農業を推進する
農業生産基盤整備の支援や生産振興を
図るとともに、多様な担い手の確保や
支援により、将来にわたり持続可能な
都市農業を推進する取組を展開します。

横浜の農業を取り巻く環境の変化や、農家の抱えている課題、多様な市民のニーズ等に対応するため、大都市・
横浜における今後の都市農業の目指す姿や取り組む事業など、これからの農業施策をまとめた計画です。

令和8年4月1日㈬～
募集金額に到達するまで

取扱期間

プラス

店頭表示
金　利

預入期間：１年

新規定期貯金30万円以上ご契約の方

募集金額 50億円

計画の柱２
市民が身近に農を感じる場をつくる
良好な景観形成や生物多様性の保全など、農地が持つ環境面での
役割や機能に着目した取組、地産地消や農体験の場の創出など、
市民と農の関わりを深める取組を展開します。※計画の柱２につい
ては「横浜みどりアップ計画 [2024-2028]にも位置付けています。

0.10％税引後 年0.079％

プラス

店頭表示
金　利

預入期間：3年・5年

横浜市への寄付
横浜都市農業推進プランとは?横浜都市農業推進プランとは?

環境配慮型定期貯金

グリーンヨコハマグリーンヨコハマ
定期貯金定期貯金



◉ 複利型（個人のみ）および大口定期貯金については、窓口までお問い合わせください。

JA横浜
https://ja-yokohama.or.jp/

ＪＡ横浜は、横浜の農と緑を守り・つくり・育てることを応援しています。
（ハマッ子 大地とハマッ子 みのり）

令和8年4月1日現在

山 内 支 店
荏 田 支 店
たまプラーザ支店
中 里 支 店
たちばな台支店
田 奈 支 店
長津田支店
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都 田 支 店
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小 机 支 店
日 吉 支 店
新 田 支 店
新 羽 支 店
鶴 見 支 店

青葉区新石川1-20-10
青葉区荏田町378-2
青葉区美しが丘2-15-1
青葉区下谷本町40-2
青葉区たちばな台2-14-12
青葉区田奈町52-8
緑区長津田5-1-6
緑区中山5-13-1
都筑区池辺町2707-1
都筑区東方町1401
都筑区中川中央1-26-6
都筑区北山田2-5-1

港北区大豆戸町207
港北区小机町971-1
港北区日吉本町3-31-17
港北区新吉田東8-4-10
港北区新羽町1625-1
鶴見区駒岡3-32-27
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港 南 支 店
日 野 支 店
港南台支店
上大岡支店
磯 子 支 店
杉 田 支 店
本 郷 支 店
本郷東支店
豊 田 支 店
金 沢 支 店
金沢文庫支店

神奈川支店
菅 田 支 店
新桜ケ丘支店
保土ケ谷支店
和田町駅前支店

港南区丸山台1-15-3
港南区日野中央2-44-10
港南区港南台3-3-1
港南区上大岡西3-6-16
磯子区田中2-4-8
磯子区杉田3-11-21
栄区桂町279-24
栄区上郷町84-22
栄区長沼町140-1
金沢区釡利谷東4-1-12
金沢区片吹69-23

神奈川区神大寺2-19-20
神奈川区菅田町1717
保土ケ谷区新桜ケ丘1-20-28
保土ケ谷区西谷4-11-1
保土ケ谷区仏向町9-2

045-842-1662
045-833-1394
045-835-2222
045-842-0453
045-771-4349
045-772-5600
045-891-3135
045-895-1122
045-861-4321
045-781-5440
045-785-7131
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045-332-6835

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎

中 田 支 店
和 泉 支 店
いずみ野駅前支店
飯 田 支 店
中 川 支 店
緑園都市支店
川 上 支 店
舞 岡 支 店
戸 塚 支 店
大 正 支 店

原 支 店
瀬 谷 支 店
瀬谷駅前支店
二俣川支店
都 岡 支 店
白 根 支 店

泉区中田西2-1-1
泉区和泉中央南4-4-5
泉区和泉町5735-8
泉区上飯田町1121
泉区岡津町145-3
泉区緑園1-1-17
戸塚区前田町85
戸塚区舞岡町3086
戸塚区戸塚町3981-8
戸塚区原宿４-１６-１２

瀬谷区阿久和東4-28-12
瀬谷区本郷2-32-10
瀬谷区瀬谷4-24-63
旭区二俣川1-6-21
旭区今宿西町289
旭区上白根1-1-5

045-802-8888
045-802-1284
045-801-2181
045-802-1211
045-811-4331
045-813-3661
045-822-1131
045-822-1134
045-881-0072
045-851-5741

045-363-2018
045-301-2020
045-303-3531
045-362-2112
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045-953-1391
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青葉区・緑区・都筑区 南区・港南区・磯子区・栄区・金沢区泉区・戸塚区

港北区・鶴見区 神奈川区・保土ケ谷区・西区・中区瀬谷区・旭区

横浜市民と農業を結び付けるみどり環境局施策「横浜都市農業推進プラン」
を支援するため、取扱合計残高の0.02％相当を当JAより拠出し、寄付いた
します。（最大100万円まで）

横浜の農業を取り巻く環境の変化や、農家の抱えている課題、多様な市民
のニーズ等に対応するため、大都市・横浜における今後の都市農業の目
指す姿や取り組む事業など、これからの農業施策をまとめた計画です。

横浜市への寄付

横浜都市農業推進プランとは?横浜都市農業推進プランとは?

環境配慮型定期貯金

グリーンヨコハマグリーンヨコハマ定期貯金定期貯金

商 品 概 要

貯金保険制度
（公的制度）

その他
参考となる事項

苦情処理措置
および

紛争解決措置
の内容

中途解約時の
取扱い

・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第
４位以下切捨て）により計算した利息とともに払い戻します。
　⑴約定した預入期間が１年の場合
　　①６か月未満  解約日における普通貯金利率
　　②６か月以上１年未満 約定利率×50％
　⑵約定した預入期間が３年の場合
　　①６か月未満  解約日における普通貯金利率
　　②６か月以上１年未満 約定利率×40％
　　③１年以上１年６か月未満 約定利率×50％
　　④１年６か月以上２年未満 約定利率×60％
　　⑤２年以上３年未満 約定利率×70％
　⑶約定した預入期間が５年の場合
　　①６か月未満  解約日における普通貯金利率
　　②６か月以上２年未満 約定利率×10％または解約日

における普通貯金利率のうち、
いずれか低い利率

　　③２年以上３年未満 約定利率×20％
　　④３年以上４年未満 約定利率×30％
　　⑤４年以上５年未満 約定利率×70％
・中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が
支払われていることがあります。その場合には、その利息
額（支払済の利息合計額）と中途解約利率により計算した利
息額との差額を定期貯金元金から清算します。

・保護対象
当該貯金は当ＪＡの譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護され
る貯金保険法第51条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普
通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービス
を提供できること」という３条件を満たすもの）を除く。）と合わ
せ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

・苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま
しては、総合リスク管理部（電話：0120-62-9311）または口座
開設店舗にお申し出ください。当ＪＡでは規則の制定など苦
情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、
苦情等の解決を図ります。
また、ＪＡバンク相談所（電話：03-6837-1359）でも、苦
情等を受け付けております。

・紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次
の機関を利用できます。上記当ＪＡ総合リスク管理部または
ＪＡバンク相談所にお申し出ください。
神奈川県弁護士会紛争解決センター（電話：045-211-7716）

・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通
貯金利率により計算します。

・本商品は、「自動継続スーパー定期貯金規定＜単利型＞」を適
用します。

・環境配慮型定期貯金（愛称：グリーンヨコハマ定期貯金）
・《スーパー定期貯金＜単利型＞で組入れます》

・個人および法人（団体を含む。）

・1年、３年、５年
・自動継続（元金継続または元利金継続）のみの取扱いとなります。

・一括預入
・３０万円以上
・１円単位

・満期日以後に一括して払い戻します。

・預入時の「スーパー定期貯金＜単利型＞」の店頭表示利率に
次の利率を上乗せした利率を初回満期日まで適用します。
預入期間１年の場合　　　 上乗せ利率　0.07％（税引前）
預入期間３年・５年の場合　上乗せ利率　0.10％（税引前）

・自動継続後の適用金利は、原則として自動継続時の「スー
パー定期貯金＜単利型＞」の店頭表示利率を当該満期日まで
適用します。

・預入期間１年のものは満期日以後に一括して支払います。
・預入期間３年以上のものは、中間利払日（預入日から満期日
の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応
当日）以後および満期日以後に分割して支払います。

　なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中
間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間
利払利率（約定利率×70％ 小数点第４位以下切捨て）により
計算します。

・付利単位を１円として１年を365日とする日割計算をします。
・個人のお客さまは20.315％（国税15.315％、地方税5％）※
の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。

　※令和19年12月31日までの適用となります。 
・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。

 －－

・個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れでき
ます。
（貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5％を上乗せし
た利率）
・個人のお客さまはマル優（障がい者等を対象とする「少額貯
蓄非課税制度」）の取扱いができます。

・個人のお客さまは通帳レス口座サービス（通帳等の発行に代
えてＪＡバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用さ
れる貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサー
ビス）がご利用になれます。

利

　
　
　息

⑴預入方法
⑵預入金額
⑶預入単位

預
入
方
法

ご利用いただける方

払戻方法

手数料

⑴適用金利

⑵利払頻度

⑶計算方法
⑷税　金

⑸金利情報の
　入手方法

期　間

商品名

付加できる
特約事項

（個人に限る）

令和8年4月1日㈬～ 募集金額に到達するまで令和8年4月1日㈬～ 募集金額に到達するまで

募集金額5 0 億円

農業で広げる
緑のヨコハマ

農業で広げる
緑のヨコハマ G R E E N  Y O K O H A M A  


